
応急手当指導員・普及員の皆様へ「お知らせ」 

 

 

応急手当の必要性を御理解頂き、指導員や普及員としての皆様方のご協力を心より感謝い

たします。 

 この度、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に鑑み、厚生労働省から「救急蘇生法の

指針 2015（市民用）」の追補が示されました。 

 つきましては、下記の「新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえた市民による救急蘇生法

について（指針）」の内容について御了知のうえ、心肺蘇生法に関する講習等を実施される際

には、当該追補の内容を反映いただきますようお願いいたします。 

 当本部に講習の開催を報告いただく折にも、改めてこの件につきまして、ご説明させていた

だきますのでご周知のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     【お問い合わせ】 

                               粕屋南部消防組合消防本部 

                               救急課救急係 

                               ＴＥＬ 092-935-1209（直通） 

 

 

 

 

 

 

 

 



新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえた 

市民による救急蘇生法について（指針） 

１．基本的な考え方  

○ 胸骨圧迫のみの場合を含め心肺蘇生はエアロゾル（ウイルスなどを含む微粒子が浮遊した 

空気）を発生させる可能性があるため、新型コロナウイルス感染症が流行している状況に 

おいては、すべての心停止傷病者に感染の疑いがあるものとして対応する。  

○ 成人の心停止に対しては、人工呼吸を行わずに胸骨圧迫とAED による電気ショックを実  

施する。  

○ 子どもの心停止に対しては、講習を受けて人工呼吸の技術を身につけていて、人工呼吸を  

行う意思がある場合には、人工呼吸も実施する。  

※ 子どもの心停止は、窒息や溺水など呼吸障害を原因とすることが多く、人工呼吸の必要性

が比較的高い。  

２．救急蘇生法の具体的手順  

新型コロナウイルス感染症の疑いがある傷病者への「救急蘇生法の指針2015（市民用）」  

における「一次救命処置」は、次のとおり実施する。  

○ 「２）反応を確認する」、「４）呼吸を観察する」  

確認や観察の際に、傷病者の顔と救助者の顔があまり近づきすぎないようにする。  

○ 「５）胸骨圧迫を行う」  

エアロゾルの飛散を防ぐため、胸骨圧迫を開始する前に、ハンカチやタオルなどがあれば  

傷病者の鼻と口にそれをかぶせるように変更する。マスクや衣服などでも代用できる。  

○ 「６）胸骨圧迫30 回と人工呼吸２回の組み合わせ」  

成人に対しては、救助者が講習を受けて人工呼吸の技術を身につけていて、人工呼吸を行

う意思がある場合でも、人工呼吸は実施せずに胸骨圧迫だけを続けるように変更する。  

子どもに対しては、講習を受けて人工呼吸の技術を身につけていて、人工呼吸を行う意思

がある場合には、胸骨圧迫に人工呼吸を組み合わせる。その際、手元に人工呼吸用の感染

防護具があれば使用する（「救急蘇生法の指針2015（市民用）」P28～29参照）。感染の

危険などを考えて人工呼吸を行うことにためらいがある場合には、胸骨圧迫だけを続け

る。  

○ 心肺蘇生の実施の後  

救急隊の到着後に、傷病者を救急隊員に引き継いだあとは、速やかに石鹸と流水で手と顔

を十分に洗う。傷病者の鼻と口にかぶせたハンカチやタオルなどは、直接触れないように

して廃棄するのが望ましい。 

※上記手順に記載のない点は、従来どおりの一次救命処置を実施する。 

※本指針は、新型コロナウイルス感染症に関する新たに知見や感染の広がりの状況な

どによって変更する場合がある。 

                     作成：一般財団法人日本救急財団 心肺蘇生法委員会 


